
議案番号 議案タイトル 議案の趣旨（提案説明） 担当部課名

第１０号
鴻巣市教育委員会委員の任命
について

　坂本孝子氏の任期が令和８年３月３１日で満了となることに伴
い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項
の規定に基づき、引き続き坂本孝子氏を任命することについ
て、議会の同意を求める。

教育総務課

第１１号
～

第１３号
人権擁護委員の推薦について

　人権擁護委員は、人権擁護委員法の規定により、市長が議
会の意見を聞いて候補者を推薦し、法務大臣が委嘱する。
　瀬山良一氏及び間中由利子氏の任期が令和８年９月３０日
で任期満了となることから両氏を引き続き推薦し、岡﨑成子氏
の任期が同年６月３０日で任期満了となることから、新たに田中
昌晴氏を推薦するもの

やさしさ支援課

第１５号
工事請負変更契約の締結につ
いて

　道の駅こうのす建設（土木）工事の請負代金額の変更により
工事請負変更契約の締結を行うもの

道の駅整備プロ
ジェクト

第１６号
鴻巣市新型コロナウイルス感染
症対策基金条例を廃止する条
例

　新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に「５類感染症」へ
と位置づけが移行してから約２年が経過し、本基金の目的であ
る感染症に係る予防対策、市民生活の支援、地域経済対策等
の各種事業は、役割を終えていることから、本基金を廃止する
もの

総合政策課

第１７号
鴻巣市行政手続条例の一部を
改正する条例

　行政手続法の一部改正を踏まえ、聴聞等の意見陳述手続に
係る通知の公示送達の方法について、インターネットを通じて
公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置
くとともに、市役所前の掲示場又は市の事務所に設置したパソ
コン等の画面に表示することで行うこととするもの

総務課

第１８号
鴻巣市職員の給与に関する条
例等の一部を改正する条例

　鴻巣市職員の給与に関する条例では、令和７年人事院勧告
を参考とし、自動車等の使用者に対する通勤手当について、
「100km」を上限とする新たな距離区分を新設するとともに１か
月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤
手当を新設する。また、管理職員が臨時又は緊急の必要等に
より週休日等に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手
当を新設する。
　また、企業職員及び特定任期付職員においても管理職員特
別勤務手当の支給を可能とするため、所要の改正を行うもの

職員課

経営業務課

第１９号
鴻巣市特定乳児等通園支援事
業の運営に関する基準を定め
る条例

　子ども・子育て支援法において、特定乳児等通園支援事業
は、認可基準及び運営に関する基準を満たすことが求められ
ており、市町村は特定乳児等通園支援事業者からの申請に基
づいて、事業が給付の対象となることを確認することとされてい
ることから、国が定める基準を踏まえ、特定乳児等通園支援事
業の利用定員や運営に関する基準について、新たな条例を制
定するもの

保育課

第２０号

鴻巣市乳児等通園支援事業の
設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する
条例

　乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部
改正に伴い、所要の改正を行うもの

保育課

第２１号 市道の路線の廃止について
　市道の路線の廃止１路線。廃止路線は、市有財産処分に伴
う１路線を廃止するもの

道路課

第２２号
鴻巣市水道事業の設置等に関
する条例等の一部を改正する
条例

　地方自治法の一部改正により、鴻巣市水道事業の設置等に
関する条例、鴻巣市監査委員に関する条例及び鴻巣市下水
道事業の設置等に関する条例において引用する同法の条文
の条番号が繰り下げられたことに伴い所要の改正を行うもの

経営業務課

監査委員事務局
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第２３号
鴻巣市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例

１　国民健康保険税率の改正
　令和９年度の県内での保険税水準の準統一に向けて、次の
とおり保険税率の改正を行うもの
⑴　所得割額
   ア  医療分　　　　 　６．９２％　⇒　　７．５８％（＋０．６６％）
   イ　後期支援金分　２．７６％　⇒　　変更なし
   ウ　介護分　　　　 　２．３０％　⇒　　２．４１％（＋０．１１％）
⑵　均等割額
   ア　医療分           ３５，５００円⇒４２，０００円（＋６，５００円）
   イ　後期支援金分  １６，０００円⇒変更なし
   ウ　介護分           １６，０００円⇒変更なし

２　子ども・子育て支援納付金課税額の追加
　子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行によ
り、子ども・子育て世帯への支援の拡充を目的とする「子ども・
子育て支援金制度」が創設され、その財源を全世代・全経済
主体が医療保険料と合わせて拠出することとされたことから、
次のとおり子ども・子育て支援納付金課税額を新たに追加する
もの
⑴　所得割額　０．２９％
⑵　均等割額　１，８００円
⑶　１８歳以上被保険者均等割額　１００円
※課税限度額　３万円

（参考）
上記１及び２を踏まえた令和８年度保険税率合計
⑴　所得割　　　　　  １１．９８％ ⇒　１３．０４％（＋１．０６％）
⑵　均等割額　　　 ６７，５００円 ⇒ ７５，８００円（＋８，３００円）
⑶  １８歳以上被保険者均等割額  　  　１００円（新設）

国保年金課
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